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これまで、水銀、ＰＣＢ等の有害物質により汚染された底質の対策については 「底質、

の処理・処分等に関する暫定指針 （昭和４９年５月３０日付け環水管第１１３号環境庁」

水質保全局長通知。以下「暫定指針通知」という ）により対策に係る留意事項の周知を。

行ってきたところであるが、今般 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び、

土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件 （平成１４年７月２２日環境省」

告示第４６号）により、ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１０５号）

第７条の規定に基づくダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準が定めら

れたことから、水銀、ＰＣＢに加えダイオキシン類に汚染された底質対策を主眼とした

見直しを行い、新たに別添のとおり「底質の処理・処分等に関する指針」として取りま

とめたので通知する。主な変更点は、監視のために行う調査において簡易分析方法の適

用を追加するとともに、工事方法として、しゅんせつ及び掘削並びに封じ込めに加えて

無害化を追加したことである。

また、本指針の運用に当たっては、対策の対象となる底質の性状、当該水域の地形、

、 、 、海象 流況及び漁期 漁況等の地域の特性に適合するよう配慮した弾力的な運用を図り

底質の除去等の工事に際しては、二次汚染を発生させることのないよう十分留意された

い。

なお、本指針の通知に伴い、暫定指針通知は廃止する。



底質の処理・処分等に関する指針

第１ 総則

１ 基本的な考え方

ダイオキシン類、水銀又はＰＣＢにより汚染された底質については、除去等の工事が

必要となるが、この工事の実施に際して、底質の攪乱、拡散や処分地からの有害物質の

流出、浸出等による二次汚染が発生するおそれがあるので、工事計画の作成及び工事の

実施についてはこれらの点についての慎重な配慮が必要である。

このため、本指針では、底質の除去等の対策を講ずるに当たり、現在の技術レベルを

考慮して、監視、工事の方法等に関する基本的な条件及び留意事項等を一般的指針とし

て示すこととしたものである。具体の適用に当たっては、除去等の対策を講じようとす

る底質の性状、当該水域の地形、海象、流況及び漁期、漁況等の地域の特性に適合する

よう配慮して、その弾力的な運用を図るものとする。

また、底質の除去等の対策を講じた場合には、当該対策において実施した調査、工事

、 。等に関する事項について台帳を作成する等 適切な情報の管理・保管を行うものとする

なお、ダイオキシン類、水銀及びＰＣＢ以外の有害物質により汚染された底質につい

て除去等の対策を講ずる際にも本指針を適宜参考にされたい。

２ 用語

本指針で使用する用語は、次の例によるものとする。

（１）工事

工事とは、しゅんせつ等の除去、無害化等の工事のほか、化学的あるいは物理的な

処理を行う処理施設（以下「処理施設」という ）における処理作業も含む。。

（２）対策対象底質

対策対象底質とは、次のいずれかに該当する底質で、除去等の対策を講ずる底質を

いう。

① 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む ）。

及び土壌の汚染に係る環境基準について （平成１１年１２月２７日環境庁告示第」

６８号。以下「ダイオキシン類環境基準告示」という （参考資料－１）に基づ。）

く環境基準値を超えるダイオキシン類を含む底質

② 「底質の暫定除去基準について （昭和５０年１０月２８日付け環水管第１１９」

号環境庁水質保全局長通達 （参考資料－２）に基づく暫定除去基準値を超える水）

銀又はＰＣＢを含む底質

（３）対策対象物質

ダイオキシン類、水銀又は のうち、対策対象底質の汚染の原因となっているもPCB

のをいう。

（４）簡易分析方法

対策対象物質の公定法による分析に代えて、簡易・迅速に対策対象物質の測定を行

う分析方法をいう。



第２ 監視

１ 監視計画

事業主体は、工事が水質に及ぼす影響等を監視するため、工事着手前に、あらかじめ

工事水域、基本監視点、調査項目、調査回数、監視基準等を明らかにした監視計画を策

定するものとする。

２ 監視の実施

、 、 。監視は １の監視計画に基づき 原則として事業主体の責任において行うものとする

また、監視のために採取した試料の分析については、精度管理を徹底する等により信頼

性の確保に努めるものとする。

３ 事前の水質調査

事業主体は、主として工事の実施に伴う水質の変化を追跡するための基礎資料を得る

ために、事前に水質調査を行うものとし、その実施に当たっては、次に示すところによ

るとともに、その目的を十分達成できるよう配慮するものとする。

（１）一般調査

ア 調査地点

５の基本監視点、補助監視点等を含む地点の中から適切な地点を選定するものと

する。

イ 調査項目

次に掲げる項目とする。

① 対策対象物質（ただし、ダイオキシン類による汚染であって、ＰＣＢの存在

が想定される場合には、必要に応じＰＣＢについても監視を行うものとする。

また、監視のために簡易分析方法を用いようとする場合には、一般調査におい

て当該簡易分析方法及び公定法により併行して測定すること等により、当該簡

易分析方法の使用の可否を確認するものとする ）。

② 生活環境項目（水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準が定められ

ている項目のうち浮遊物質量（以下「ＳＳ」という ）及び大腸菌群数を除く項。

目をいう。以下同じ ）。

③ 濁度、透視度又はＳＳ

ウ 調査回数

原則として延べ２０回以上行うこととするが、海象、気象、流況、汚水の排出状

況、工事を実施しうる程度の異常時等について配慮し、減じても差し支えない。

（２）連続調査

（１）の一般調査のほか、潮汐の影響による水質の時間的変化の著しい場合は、そ

の傾向を把握するため、５の基本監視点及び補助監視点のうち主な監視点において、

、１日のうちで工事の実施を予定している時間及びそれに続く数時間を含むようにして

１２時間以上の連続調査を濁度、透視度又はＳＳについて行うものとする。なお、こ

の連続調査は、おおむね１時間を単位として行うものとする。



（３）調査の方法等

ア 採水方法（試料の作成）

① 海域及び湖沼の場合

分析試料は、原則として基本監視点の表層及び中層から採水し、それらの同量

を混合して作成するものとする。表層とは、水面下０．５ｍ、中層とは水面下２

ｍの水位置とする。ただし、水深が５ｍ以浅の地点では表層のみから採水し、水

深が１０ｍを超える地点では、必要に応じて下層（水面下１０ｍ）からも採水す

ることとして、各々前記の方法に準じて分析試料を作成するものとする。

② 河川の場合

原則として、水面から水深の２割程度の深さの位置より採水したものを分析試

料とする。

イ 測定方法

測定方法は 「水質汚濁に係る環境基準について （昭和４６年１２月２８日環境、 」

庁告示第５９号 （参考資料－３）及びダイオキシン類環境基準告示に定める方法に）

よるものとし、その定めのない濁度及び透視度については次によるものとする。

① 濁度 日本工業規格 に定める濁度自動計測器を用いる方法K0801

② 透視度 日本工業規格Ｋ の９に定める方法0102

４ 工事水域の設定

潮流、潮汐等の海象、底質の性状、しゅんせつ等の工法、漁場の利用状況等を考慮し

て、当該工事による影響を防止すべき水域（以下「一般水域」という ）と工事に関連す。

る水域（以下「工事水域」という ）を設定するものとする。この場合、工事水域を縮小。

するために仮締切等を行うことは差し支えない。

５ 基本監視点等の設定

工事に伴う環境の監視は、工事水域と一般水域との境界（以下単に「境界」という ）。

に設ける基本監視点、境界と工事地点との間に設ける補助監視点、処分地及び工事地点

周辺について行うものとする。基本監視点は、境界線上に、水域の状況に応じて５００

ｍ以下の間隔で２地点以上設定する。補助監視点は基本監視点における水質を予察する

ことができるよう適宜定める（ただし、処分地の余水吐から流出する余水のみに関連す

る工事水域については、補助監視点を設けなくとも差し支えない 。。）

、以上に定めるところに従って事前に設定された基本監視点及び補助監視点については

必要に応じ監視の効果を減ずることのないよう慎重に配慮して、位置の変更、地点数の

削減等を行っても差し支えない。

また、処分地については、余水吐において余水の監視を行い、必要に応じて地下水及

び大気についても当該汚染状況が判断できる地点を選定し、監視を行うものとする。

６ 境界の監視（基本監視点における監視）

（１）監視の目的

境界の監視は、工事による影響が工事水域の外に及ぶことを防止するために行うも



のである。

（２）調査項目及び調査回数

ア 調査項目

① 対策対象物質

② 生活環境項目

③ 濁度、透視度又はＳＳ

イ 調査回数

調査は、原則として水域の潮汐等の海象、流況、工事の実施状況等からみて、１

日のうち水質の最も悪化すると考えられる時刻を含んで毎日１回以上行うものとす

る。ただし、当該地域に係る気象、海象、流況等及び当該工事に係る工法、工事地

点の位置等に著しい変化がないと認められる場合で、調査回数を減じても監視の目

的が十分に達成されると判断される場合には、濁度、透視度又はＳＳ以外の項目に

ついて、調査回数を減じても差し支えない。

なお 「水域の潮汐等の海象、流況、工事の実施状況等からみて、１日のうち水質、

の最も悪化すると考えられる時刻」の選定は、工事の実施当初に３（２）の連続調

査に準じた調査を実施する等の方法により行うものとする。

（３）採水方法及び測定方法

採水方法及び測定方法は３（３）に規定するところによるものとする。

なお、対策対象物質について３（３）に規定する測定方法に代えて簡易分析方法を

用いることは差し支えないが、工事期間中少なくとも１回は３（３）に規定する方法

で測定するものとする。

（４）監視基準

ア 監視基準値

① 対策対象物質

対策対象物質については、原則として環境基準値を監視基準値とするが、工事

着手前において既に当該環境基準値を超えている水域については現状水質を悪化

させないことを旨として別に定めるものとする。

② 生活環境項目

水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の類型指定が行われ、かつ、

それが維持達成されている水域においては、その環境基準値を監視基準値とし、

その他の水域においては、利用目的、現状の水質等を勘案して暫定的に監視基準

値を定めるものとする。

③ 濁度、透視度又はＳＳ

参考資料として調査するものであるので、監視基準値は特に定めない。

イ 判定方法

水質の判定は、基本監視点ごとに１週間を単位として常時監視の測定結果に基づ

く水質汚濁の状況の判断方法（ 環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び「

水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について （平成１３年５月３１日付」

け環水企第９２号環境省環境管理局水環境部長通知（参考資料－４）の記の第２の

１の（３）に定める判断方法をいう ）によって行うものとする。。



（５）分析値のクロスチェック

対策対象物質の分析においては、少なくともその検体数の１０％についてクロ

スチェックを行うものとする。

７ 補助監視点の監視

（１）監視の目的

補助監視点における監視は、境界における水質の変化を予察し、必要に応じて中止

、 。措置を講ずる等 工事の継続の適否に関して早急に判断を下すために行うものである

（２）調査項目及び調査回数

ア 調査項目

濁度、透視度又はＳＳ

、 、 、 。なお 必要に応じ 簡易分析方法により 対策対象物質の監視を行うものとする

イ 調査回数

調査回数は、工事実施中、水域の潮汐等の海象、流況、工事の実施状況等からみ

て、１日のうち水質の最も悪化すると考えられる時刻を含んで、原則として１日４

回行うものとし、作業状況に応じて適宜増減することができるものとする。

なお 「水域の潮汐等の海象、流況、工事の実施状況等からみて、１日のうち水質、

の最も悪化すると考えられる時刻」の選定については、６（２）イのなお書きを参

照のこと。

（３）採水方法及び測定方法

採水方法及び測定方法は３（３）に規定するところによるものとする。

（４）監視基準

ア 監視基準値

監視基準値は、境界の監視の目的を達成できるよう、工事の開始時に暫定的に定

め、以後、必要に応じ、基本監視点の調査結果等との相関などを考慮して補正する

ものとする。

イ 判定方法

水質の判定は、補助監視点ごとに、その最高値が監視基準値を超えないことをも

って行うものとする。

８ 工事地点周辺の監視

工事地点（処理施設を含む ）の周辺においては、異常な濁り、油膜の有無等を常時観。

察するものとする。

９ 監視の結果により講ずべき措置

監視の結果が監視基準に適合しない場合には、次の措置を講ずるものとする。

（１）対策対象物質について、境界の水質調査結果が６（４）の監視基準に適合しない

、 、 、場合又はそのおそれがある場合には 直ちに工事を中断し その原因を究明した上

必要な措置をとるものとする。

（２）生活環境項目について、境界の水質調査結果が６（４）の監視基準に適合しない



場合、補助監視点の水質調査結果が７（４）の監視基準に適合しない場合又は８の

監視により工事地点周辺の水質に異常が認められた場合には監視を強化し、その原

、 、因を究明するとともに 必要に応じて工事速度を減ずるか又は工事を中断するなど

早急に監視基準が達成されるよう所要の措置を講ずるものとする。

処理施設周辺の監視10

処理施設周辺の監視は、４から９までに定めるところによるほか、次によるものとす

る。

（１）余水吐きからの流出水（余水）の監視

処理施設の余水吐きから流出する余水によって二次汚染を誘発しないよう、余水吐

において、流出する余水に係る監視を次により行うものとする。

ア 調査項目

① 対策対象物質

② 濁度、透視度又はＳＳ（対策対象物質に係る調査回数を減じて１日１回以上

調査を行わない場合及びその予定のある場合）

イ 調査回数

対策対象物質の調査は、１日のうち余水の水質が最も悪化すると考えられる時

刻を含んで毎日１回以上行うものとする。

ただし、次に該当する場合に限り対策対象物質に係る調査回数を適宜減ずるこ

とは差し支えない。

① 濁度、透視度又はＳＳの調査結果から対策対象物質の濃度を推定しうる場合

で、対策対象物質に代えて濁度、透視度又はＳＳの調査を継続して行うとき

② 工事に係る諸条件に著しい変化がなく、対策対象物質の調査回数を減じても

エの監視基準に適合しない余水の流出を十分防止できると判断される場合

ウ 測定方法

測定方法は３（３）イに定めるところによるものとする。

なお、対策対象物質について３（３）イに規定する測定方法に代えて簡易分析

方法を用いることは差し支えないが、工事期間中少なくとも１回は３（３）イに

規定する方法で測定するものとする。

エ 監視基準

（ア）監視基準値

① 対策対象物質

「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 （昭和４５年法律第１３６号。」

以下「海洋汚染防止法」という ）に基づく「余水吐きから流出する海水の水質。

についての基準を定める省令 （昭和５２年８月２６日総理府令第３８号）第２」

項に示される基準

② 濁度、透視度又はＳＳ

対策対象物質の調査回数を減ずる場合に定めるものとし、その値は対策対象

物質の濃度との相関を考慮して、監視基準に十分適合しうる対策対象物質の値

に相当するよう適宜定めるものとする。



（イ）判定方法

余水に係る水質の適否の判定は、その最高値が監視基準値を超えないことをも

って行うものとする。

オ 監視の結果により講ずべき措置

エの監視基準に適合しない結果を得た場合には、直ちに余水の放流を中断し、監

視基準に適合させるべく、所要の措置を講ずるものとする。

また、調査結果が監視基準に適合している場合であっても、処分地からの影響で

境界における監視基準が維持されないと認められる場合には、処分地における余水

の水質管理を強化すること等により対処するものとする。

（２）大気の監視

除去底質が有機物等を多く含む場合で、工事の実施に伴って、悪臭等が発生するお

それがある場合には、地域住民に対する被害が生じないよう、悪臭等について監視を

行うものとする。

この際の監視項目とその基準、監視の結果により講ずべき措置等については、地域

の実情に応じて適宜定めるものとする。

ただし、監視項目としてＰＣＢを対象とする場合には、ＰＣＢの環境大気中におけ

る濃度が μｇ を超えないこととする。この場合の測定方法は 「ＰＣＢ等を焼0.5 /m3 、

却処分する場合における排ガス中のＰＣＢの暫定排出許容限界について （昭和４７年」

１２月２２日付け環大規第１４１号環境庁大気保全局長通達 （参考資料－５）の別添）

「気相ＰＣＢ測定要領」によるものとする。

工事完了後の調査11

除去工事を完了した後においても、事業主体は対策対象物質の含有量等の状況を調査

して、除去の成果を確認するものとする。この工事完了後において行うべき調査の内容

は次のとおりとする。

① 底質の状況

対策対象底質の堆積していた区域を中心として、水域の状況に応じて５００ｍ以下

の間隔（又はメッシュ）で調査を実施する。

② 水質の状況

工事水域内の事前調査地点について実施する。

魚介類の監視12

水銀及びＰＣＢについては、魚介類に係る暫定的規制値が「魚介類の水銀の暫定的規

制値について （昭和４８年７月２３日付け環乳第９９号厚生省環境衛生局長通知 （参」 ）

考資料－６）及び「食品中に残留するＰＣＢの規制について （昭和４８年８月２４日付」

け環食第４４２号厚生省環境衛生局長通知 （参考資料－７）に定められているので、工）

事水域の状況に応じ魚介類の監視を行い、暫定的規制値に適合しない魚介類が発生した

場合は、関係部局等と協議し必要な措置をとるものとする。

その他13



監視の実施に際し、可能な場合には、別に行われている水質及び魚介類の調査結果を

利用することは差支えない。

第３ 工事の方法等

１ 工事方法の選定

対策対象底質の処理方法には、例えば、しゅんせつ又は掘削をした上、陸上の最終処

分地等に搬出して処理又は処分する方法、セメント等により固形化することや覆砂する

こと等によって当該水域において封じ込める方法、化学的に変化させる方法や物理的に

分離することにより無害化する方法等がある。これらの工事方法には研究過程のものも

あるが、その選定にあたっては次の点に留意するものとする。なお、新規の技術の採用

に当たっては、実地に試験施工を行う等、慎重に配慮するものとする。

（１）第２に定める諸監視基準が維持できるよう配慮すること

（２）工事の能率性、経済性について（１）と併せて配慮すること

（ ） 、 、 、３ 除去底質の粒度 強熱減量等を測定し 当該除去底質の性状を把握するとともに

当該水域の地形、海象、流況及び漁期、漁況等について配慮すること

（４）一般水域の魚介類の安全性を確保するため、境界を網で仕切るなど適切な措置を

講ずるよう努めること

２ しゅんせつ及び掘削

しゅんせつ又は掘削を行う場合には、底質の性状、当該水域の地形、海象、流況及び

漁期、漁況等の地域の特性に応じて、第２に定める諸監視基準が維持できる範囲内で、

作業時間、作業期間、作業速度等の要素についても十分配慮しつつ工事を行うものとす

る。

３ 封じ込め

工事着手前の調査で、地下水の水質調査結果が環境基準値に適合していない場合、原

、 （ 。）。則 封じ込めによる処分を行うことはできないものとする 周辺と遮断する場合を除く

また、採用にあたっては当該水域の地形、流況等の地域の特性及び今後の地形改変の可

能性に留意の上判断するものとする。

４ 無害化

実用化に向けた研究開発の過程にある方法であり、採用に当たっては試験施工等によ

り性能等について確認すること。

第４ 除去底質の搬出、処理及び処分

除去底質を搬出する場合、搬出中に除去底質が周辺に飛散等しないようにするととも

に、除去底質の搬出先において、周辺環境に対策対象物質による汚染を拡散させること

のないよう除去底質からの汚染の除去又は適正な処分を行うこと。

なお、船舶から海洋投入処分を行う場合には、海洋汚染防止法によることになるので

留意すること。


